
◆施策体系

【大項目】 【中項目】 【小項目】

生産から消費に至る食品の安全性の確保

２ 製造・加工段階に
   おける安全性の確保

(1)食品営業施設等に対する
    監視指導

①違反の発生頻度・製造技術の特殊性な
   どに対応した監視指導計画による効率的
   な監視指導
②食品衛生監視員の監視技術の向上
③食品衛生監視員の知識や情報の共有化
   と効率的な監視指導の実施

(2)高度な衛生管理手法の普及
    啓発 ①主要な食品関係施設に対するHACCPの

　考え方を取り入れた衛生管理手法の普及

(3)食品営業者による自主管理の
    推進

①食品衛生推進員の巡回指導による食品
   営業者の自主的衛生管理の向上
②関係機関との連携による食品衛生責任
   者養成講習会等の実施
③行政機関等からの関連情報の積極的な
   提供

(4)学校給食施設における衛生
    管理の推進

①衛生管理体制の整備のための職種別研
   修会の開催
②給食施設巡回指導員による実践的な衛
   生管理の指導

１ 生産段階における
   安全性の確保 (1)安全な農産物の生産

①農薬の適正な流通と使用による安全対
   策の強化
②病害虫の発生の多様化に対応した防除
　 技術の確立・普及
③カドミウム含有米の生産防止対策等の
　 徹底による安全な米の流通

(2)安全な畜産物の生産 ①農家における飼料の使用状況の記録・
   記帳の推進
②動物用医薬品の適正使用の指導強化
③と畜牛のBSEスクリーニング検査等に
   よる安全な牛肉の流通
④家畜個体識別耳標の適正装着と報告の
   徹底・指導
⑤養鶏場への立ち入り検査等による鳥イン
   フルエンザの防疫対策の強化

(3)安全な魚貝類の出荷 ①衛生管理に配慮した施設整備等への
   支援
②関係機関の連携による貝毒の定期的な
   監視及び漁協による自主管理の推進

(5）飲用水の安全性の確保
①水道事業者などへの水質基準等の遵守
 　の徹底
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３ 流通・販売段階に
   おける安全性の確保

(1)県内流通食品等の安全検査
①食中毒菌・食品添加物・成分規格基準・
   残留農薬等の検査の実施
②輸入食品の検疫を所管する国や他の都
   道府県との情報交換などによる効率的な
   検査の実施
③食品流通の広域化に対応した関係都道
   府県等との連携と情報提供
④食品検査の継続的な精度管理

(2)無承認無許可の医薬品成分
    を含む食品の流通防止

①情報収集や検査の実施及び販売業者
   等への監視指導
②関係機関への情報提供と県民への注意
   喚起

(3)安全な食肉の流通確保
①と畜牛のBSEスクリーニング検査と特定
   危険部位の排除等に対する監視体制
   の充実強化
②食肉の微生物制御対策へのHACCPの
   考え方を取り入れた衛生管理手法の
   普及と衛生水準維持向上のための監
   視指導
③残留動物用医薬品対策や疾病排除の
   ための検査体制の充実と生産者への
   迅速な情報提供
④と畜・食鳥検査員の技術と資質の向上
⑤牛肉トレーサビリティシステムの充実強
   化（再掲）

４ 消費段階における
   安全性の確保

(1)食中毒予防の普及啓発 ①消費者の食品衛生知識の普及啓発
②食中毒多発期間における県民への注意
   喚起

(2)食品表示への理解の推進 ①消費者の食品表示に関する知識の普及
   啓発

食品に関する正確な情報の提供

１ 適正な食品表示の
   徹底

(1)適正な食品表示の徹底 ①関係機関の連携協力による食品表示
   の適正化と監視指導の効率化
②食品表示ウオッチャーの設置と食品表示
   110番の開設

２ トレーサビリティ
   システムの構築

(1)主要農畜産物のトレーサビリ
    ティシステムの構築

①トレーサビリティシステムの導入・活用
   への支援
②牛肉トレーサビリティシステムの充実強
   化（再掲）
③米、青果物トレーサビリティの円滑な運
   用に向けての生産情報の整備・充実
④産地の取り組みについての積極的な情
   報発信

３ 食品の安全性に関
 　する情報の収集と
　 提供

(1)食品の安全性に関する情報
  　の収集と提供

①関係機関等との連携による情報収集と
   様々な広報手段を活用した情報の提供

(2)食品安全相談体制の充実
①食品の安全・安心に関する総合相談窓口
   の設置
②食品安全Q&A小冊子等の作成による相
   談対応・情報提供の標準化
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生産者、食品関係事業者、消費者の相互理解・信頼関係の確立

１　相互理解の推進
(1)リスクコミュニケーションの
    推進

①生産者、食品関係事業者、消費者の意
   見交換の場の提供

３　地産地消の推進
(1)地産地消の推進

①生産から流通・消費にいたる関係者か
   らなる地産地消ネットワークの構築
②生産者団体が行うＰＲ活動や関係団
   体が連携して行う地場流通の合理化
   ・拡大への支援
③スローフード運動の推進と地域に根ざ
   した食育活動への支援及び学校給食
   などへの県産農産物の利用促進

４　認証制度の普及 (1)優良県産品の推奨認定 ①食品表示関係法令の表示基準等の適合
   審査と認定制度の普及啓発

(2)有機・特別栽培農産物の
　　認証 ①認証作物の生産拡大と認証制度の普及

(1)栄養・食生活に関する施策
    の推進

①関係機関の連携による乳幼児期から
   の望ましい食習慣の形成
②正しい食生活情報の提供等による食の
   環境づくりの推進
③育児等で忙しい親も参加しやすい研修
   会等の開催

２　食育の推進

(2)食と農への理解の推進 ①地域における農業体験学習等の促進
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